
個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

法第60条第2項第1号
　（電算処理ファイル）

　　有　　　　無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報である旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

備考

個人情報ファイル簿

令和５年10月１日作成（　　開始 ・　　 変更）

確認申請検索システム

埼玉県和光市

都市整備部　建築課

（１）建築（工作物）確認事務のため
（２）建築計画概要書閲覧事務のため
（３）建築台帳記載事項証明書交付事務のため
（４）道路位置指定事務のため
（５）特定生活関連施設新築等届出書の経由事務のため
（６）長期優良住宅建築等計画の認定事務のため
（７）低炭素建築物新築等計画認定事務のため
（８）建築物エネルギー消費性能向上計画認定事務、建築物エネルギー消費
性能確保計画届出事務のため

１氏名、２住所、３資産の種類、４工事金額、５権原の内容、６住
宅の間取り

（１）～（８）の申請者、届出者

本人申告、民間確認審査機関

含まない

なし

（名　称）総務部総務課

（所在地）和光市広沢１－５

―

政令第21条第7項に該当するファイル

―

―

―

―

―

※1_令和5年10月1日の組織改正に伴い「個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称」及び「開示請求等を受理する組織の名称」を変更。
（１）和光市建築基準法施行細則
（２）和光市建築計画概要書閲覧等要綱
（３）和光市建築台帳記載事項証明書交付要綱
（４）和光市道路の位置の指定、変更及び取消しの審査基準
（５）埼玉県福祉のまちづくり条例
（６）和光市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
（７）和光市都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物の普及の促進
に関する規則
（８）和光市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

個人情報ファイルの種別
　　法第60条第2項第2号
　（マニュアル処理ファイル）



個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令の
規定による特別の手続等

法第60条第2項第1号
　（電算処理ファイル）

　　有　　　　無

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報である旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間

備考

個人情報ファイル簿

令和５年４月１日作成（　　開始 ・　　 変更）

確認申請検索システム

埼玉県和光市

建設部　建築課

（１）建築（工作物）確認事務のため
（２）建築計画概要書閲覧事務のため
（３）建築台帳記載事項証明書交付事務のため
（４）道路位置指定事務のため
（５）特定生活関連施設新築等届出書の経由事務のため
（６）長期優良住宅建築等計画の認定事務のため
（７）低炭素建築物新築等計画認定事務のため
（８）建築物エネルギー消費性能向上計画認定事務、建築物エネルギー消費
性能確保計画届出事務のため

１氏名、２住所、３資産の種類、４工事金額、５権原の内容、６住
宅の間取り

（１）～（８）の申請者、届出者

本人申告、民間確認審査機関

含まない

なし

（名　称）総務部情報推進課

（所在地）和光市広沢１－５

―

政令第21条第7項に該当するファイル

―

―

―

―

―

（１）和光市建築基準法施行細則
（２）和光市建築計画概要書閲覧等要綱
（３）和光市建築台帳記載事項証明書交付要綱
（４）和光市道路の位置の指定、変更及び取消しの審査基準
（５）埼玉県福祉のまちづくり条例
（６）和光市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
（７）和光市都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物の普及の促進
に関する規則
（８）和光市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

開示請求等を受理する組織の名称及び
所在地

個人情報ファイルの種別
　　法第60条第2項第2号
　（マニュアル処理ファイル）


